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○松浦市景観条例施行規則 

平成２８年３月２５日 

規則第３３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松浦市景観条例（平成２８年松浦市条例第１１号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（届出行為の規模等） 

第２条 条例第８条に規定する行為の規模等は、別表第１のとおりとする。 

（行為の届出） 

第３条 条例第８条第１項に規定する届出は、景観計画区域内における行為の新規・

変更届出書（様式第１号。以下「届出書」という。）によるものとする。 

２ 前項の届出書の添付書類は、別表第２によるものとする。ただし、適切に表示で

きない規模の図面等については、市長が適切と認める図書に代えることができる。 

３ 条例第８条第２項に規定する変更の届出は、別表第２に掲げる図書のうち当該変

更に係るものを添えて、景観計画区域における行為の変更届出書（様式第２号）に

よるものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長が提出の必要が無いと認める場合は、前２項に

規定する添付書類の一部又は全部を省略させることができる。 

（勧告） 

第４条 条例第９条に規定する勧告は、勧告書（様式第３号）によるものとする。 

（国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知） 

第５条 法第１６条第５項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の

通知書（様式第４号）により行うものとする。 

２ 前項に規定する通知書には、別表第２による図書の添付を求めるものとする。 

（行為の着手の制限期間の短縮） 

第６条 市長は、法第１８条第２項の規定により同条第１項に規定する期間を短縮す

るときは、行為の着手の制限期間の短縮についての通知（様式第５号）により、条

例第８条の規定により届出を行った者に対し、通知するものとする。 

（行為の完了又は中止） 

第７条 条例第８条の規定により届出を行った者は、当該届出書に係る行為を完了し、

又は中止したときは、速やかに景観区域内における行為の完了・中止報告書（様式

第６号）により市長に報告しなければならない。 

（松浦市景観審議会） 

第８条 条例第１２条第１項に規定する松浦市景観審議会（以下「審議会」という。）

に会長１人を置き、委員のうちから委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代理する。 
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４ 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会議の議長と

なる。 

５ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

６ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

７ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。 

８ 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。 

９ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が

定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２５日規則第１４号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

届出行為の規模等 

対象行為の種類 区分 対象とする規模等 

建築物及び工作物の新築、

増築、改築又は移転に係る

行為 

建築物 専用住宅以外で、延べ面積が１００平方メー

トルを超えるもの（増築にあっては、増築後

の延べ面積が１００平方メートルを超える

もの） 

工作物 高さが４メートルを超えるもの 

建築物及び工作物の外観を

変更することとなる修繕、

模様替え又は色彩の変更 

建築物 専用住宅以外で、延べ面積が１００平方メー

トルを超えるもので、当該行為に係る部分の

面積が当該建築物の外観の４分の１を超え

るもの 

工作物 高さが４メートルを超えるもので、当該行為

に係る部分の面積が当該工作物の外観の４

分の１を超えるもの 

土地の開墾、土石の採取、

鉱物の掘採その他土地の形

質の変更 

 面積が３０００平方メートル以上のもの又

は当該変更に係る高さ若しくは深さが３メ

ートルを超えるもの 

木竹の植栽又は伐採  面積が１０００平方メートル以上のもの 

屋外での物件の堆積  堆積期間が３０日を超え、かつその面積が５
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００平方メートル以上又は当該堆積に係る

高さが５メートルを超えるもの 

別表第２（第３条、第５条関係） 

行為の種類 添付書類 

種類 明示すべき事項 備考 

建築物及び

工作物の新

築、増築、改

築若しくは

移転に係る

行為又は外

観を変更す

ることとな

る修繕、模様

替え若しく

は色彩の変

更 

（１） 位置図 ア 方位 

イ 道路 

ウ 目標となる地物 

エ 行為の位置 

 

（２）  配置図

（縮尺１００

分の１以上の

もの） 

ア 方位 

イ 敷地の形状及び寸法 

ウ 敷地内の建築物等及び既

存の建築物等の位置 

エ 隣接する道路の位置 

オ 隣接する土地の建築物等

の種類 

カ 隣接する土地との高低差 

 

（３）  立面図

（縮尺５０分

の１以上のも

の） 

ア 各面の方位及び寸法 

イ 開口部、屋外設備、軒等

の位置及び形状 

ウ 壁面及び屋根の色彩 

建築物の変更で、色彩の

変更に係る届出にあっ

ては、カラー写真に代え

ることができる。 

（４） 現況写真 撮影位置及び方向を配置図に

示すこと。 

行為地を含む付近の状

況が分かるカラー写真

とする。 

土地の開墾、

土石の採取、

鉱物の掘採

その他土地

の形質の変

更及び木竹

の植栽又は

伐採 

（１） 位置図 ア 方位 

イ 道路 

ウ 目標となる地物 

エ 行為の位置 

 

（２）  現況図

（縮尺１００

０分の１以上

のもの） 

ア 方位 

イ 行為地及び付近の土地利

用の現況、地形及び標高 

ウ 行為の区域 

エ 隣接する道路の位置 

オ 縦横断図の方向 

 

（３）  計画図

（縮尺１００

０分の１以上

ア 方位 

イ 行為地の形状及び寸法 

ウ 行為後の地形及び地盤高 
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のもの） エ 行為後の法面、擁壁その

他の構造物の位置、種類及

び規模 

オ 行為後の土地利用計画及

び緑化計画 

カ 行為中の遮蔽物の位置、

種類、構造及び規模 

（４） 縦横断図

（縮尺１００

分の１以上の

もの） 

 行為の前後における土

地の縦断図及び横断図

とする。 

（５） 構造物等

の詳細図（縮尺

１００分の１

以上のもの） 

 法面、擁壁その他の構造

物の立面図及び標準断

面図とする。 

（６） 現況写真 撮影位置及び方向を現況図に

示すこと。 

行為地を含む付近の状

況が分かるカラー写真

とする。 

屋外での物

件の堆積 

（１） 位置図 ア 方位 

イ 道路 

ウ 目標となる地物 

エ 行為の位置 

 

（２）  配置図

（縮尺３００

分の１以上の

もの） 

ア 方位 

イ 敷地の形状及び寸法 

ウ 物件の堆積の位置、面積

及び高さ 

エ 遮蔽物の位置、種類、構

造及び規模 

オ 隣接する道路の位置 

カ 隣接する土地との高低差 

キ 付近の土地利用の現況 

 

（３） 現況写真 撮影位置及び方向を配置図に

示すこと。 

行為地を含む付近の状

況が分かるカラー写真

とする。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

 


